
裁 決 書

大裁（所）令 5第 50号

令和 6年 5月 28日

国税不服審判所長

囀言国
清野正 疇言ilIiこ

量匿聞吊

審歪請求人

住所

氏名

原処分庁

原処分 令和 4 年11 月 25 日付でされた被相続人|~に係る平成29年分の所

得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処

分

上記審査請求について、次のとおり裁決する。

主文

審査請求をいずれも棄却する。

理 由
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審査請求人一

1 事実

(1)事案の概要

本件は、原処分庁が、被相続人の所得税等の準確定申告に対し、調査の結果、

般株式等の譲渡所得について申告漏れがあったとして、更正処分等を行ったところ、

相続人である審査請求人（以下「請求人」という。）が一般株式等の譲渡の事実は

ない、又は仮に譲渡の事実があったとしても被相続人の意思無能力により無効であ

るなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。

(2) 関係法令等

関係法令等は別紙のとおりである。

なお、別紙で定義した略語については、以下、本文及び別表でも使用する。

(3)基礎事実

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

なお、以下では、所得税及び復興特別所得税を併せて「所得税等」という。

イ 被相続人について

被相続人-（以下「本件被相続人」という。）は、一生まれである

ところ、····|~同人に係る相続が開始した。当該相続に係

る相続人は、本件被相続人の配偶者である'’’’’（以下「.Jという。）、

長男である一（以下「~という。）及び二男である請求人の 3 名である。
ロ 評価会社について

（イ）

（以下「本件評価会社 1」という。）は、一

ーに設立された一般区域貨物自動車運送事業等を目的とする資本金

1,000万円の株式会社である。

本件被相続人は、本件評価会社 1の代表取締役であったが、平成28年8月

8日に辞任した。また、1は、平成25年 8月12日から本件評価会社 1の代表
取締役を務めている。

B 平成29年 1月25日現在における本件評価会社 1の株主名薄によれば、本件

評価会社 1の発行済株式総数20,000株のうち、本件被相続人が4,000株、一

が8,000株、 （以下「本件評価会社2」といい、

本件評価会社 1と併せて「本件各評価会社」という。）が8,000株をそれぞれ
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審査請求人一

保有していた。

C 本件評価会社 1は、株券発行会社である。

(ll)本件評価会社2について

A 本件評価会社2は、 に設立された海陸運送業及び海運代

理店業等を目的とする資本金1,000万円の株式会社である。

本件被相続人は、本件評価会社 2の代表取締役であったが、平成29年4月

24日に退任した。また、1は、 本件評価会社2の代表取締役を務めている。
B 平成29年 1月25日現在における本件評価会社 2の株主名簿によれば、本件

評価会社2の発行済株式総数80,000株のうち、本件被相続人が36,000株、'’

■が4,000採 ■が30,000株、請求人が10,000株をそれぞれ保有していた。
C 本件評価会社 2は、株券発行会社である。

ハ 譲受会社について

（以下「本件譲受会社」という。）は、一

ーに設立された総合リース業等を目的とする資本金1,500万円の株式会社で

ある。

本件被相続人は、平成22年 6月23日に本件譲受会社の代表取締役に就任したが

平成28年 5月16日に退任した。また、■は、遅くとも平成 8年 6月28日以降、本
件譲受会社の代表取締役を務めている。さらに、一（以下'’’」とい

う。）も、平成28年5月16日以降、本件譲受会社の代表取締役を務めている。

二 株式譲渡契約について

（イ）本件評価会社1の株式譲渡契約について

A 本件被相続人が本件譲受会社に対し、次の約定で、本件被相続人が保有す

る本件評価会社 1の株式4,000株（以下「本件株式 1」という。）を 1株当た

り■■で譲渡する旨の本件被相続人及び本件譲受会社の記名押印のある平成
29年 1月23日付株式譲渡契約書（以下「本件契約書 1」といい、当該株式譲

渡を「本件譲渡 1」という。）が存在する。

なお、本件譲受会社の記名において、代表取締役としては、一が記載さ

れていた。

(A)平成29年 1月31日までに、譲渡代金 （以下「本件譲渡代金 1」

という。）を本件被相続人の指定する預金口座に振り込み支払う。
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審査請求人 ＇~

(B)本件譲渡代金 1の受領日をもって本件株式 1に係る権利は本件譲受会社

に移転する。

B 本件契約書 1には、譲渡者として本件被相続人の氏名が不動文字で記載さ

れており、その記名の右側には本件被相続人の姓が刻印された印鑑（以下

「本件印章」といい、これによって顕出された印影を「本件印影」という。）

が押印されているが、本件印章は、本件被相続人が印鑑登録をしている実印

ではない。

本件印影は、本件被相続人が所有する建物に係る賃貸借契約書（以下「本

件賃貸借契約書」という。）の賃料振込先口座欄の訂正箇所に訂正印として

押印されている印章の印影と一致するか、少なくとも極めて酷似している。

なお、本件賃貸借契約書には、契約期間が「平成29年 3月15日から」と記

載されている。

c 平成29年 1月27日、本件譲受会社から本件被相続人名義び-

ーの普通預金口座（口座番号＇·|~ （以下「本件口座」と
に対し、本件譲渡代金 1と同額の が振り込まれた。

D 本件株式 1は、譲渡制限の付された株式であり、株式の譲渡には取締役会

の承認を要するところ、平成29年 2月6日付で、本件評価会社 1の取締役会

（以下「本件取締役会 1」という。）において本件譲渡 1を承認する取締役

会議事録が作成されている。

E 平成29年 1月30日現在における本件評価会社 1の株主名簿において、本件

株式 1について、本件被相続人から本件譲受会社への名義書換がなされてい

る。

(n)本件評価会社2の株式譲渡契約について

A 本件被相続人が本件譲受会社に対し、次の約定で、本件被相続人が保有す

る本件評価会社2の株式36,000株（以下「本件株式2」といい、本件株式 1

と併せて「本件各株式」という。）を 1株当たり一 で譲渡する旨の本件被

相続人及び本件譲受会社の記名押印のある平成29年 1月27日付株式譲渡契約

書（以下「本件契約書 2」といい、当該株式譲渡を「本件譲渡 2」という。

また、本件契約書 1及び本件契約書 2を併せて「本件各契約書」といい、本

件各契約書に係る各株式譲渡契約を併せて「本件各契約」といい、本件譲渡
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審査請求人 一

1及び本件譲渡 2を併せて「本件各譲渡」という。）が存在する。

なお、本件譲受会社の記名において、代表取締役としては、 ＇~が記載さ
れていた。

(A) 平成29年 2月28日までに、譲渡代金 （以下「本件譲渡代金 2」

といい、本件譲渡代金 1と本件譲渡代金 2を併せて「本件各譲渡代金」と

いう。）を本件被相続人の指定する預金口座に振り込み支払う。

(B)本件譲渡代金 2の受領日をもって本件株式 2に係る権利は本件譲受会社

に移転する。

B 本件契約書 2には、譲渡者として本件被相続人の氏名が不動文字で記載さ

れており、その記名の右側には本件印章が押印されている。

c 平成29年 1月30日、本件譲受会社から本件口座に対し、本件譲渡代金 2と

同額の （以下、本件口•座に振り込まれた本件譲渡代金 1 と同額の

（上記（イ）のC) と併せて「本件各金員」という。）が振り込まれ

た。

D 本件株式 2は、譲渡制限の付された株式であるところ、平成29年 1月31日

付で、本件評価会社2の取締役会（以下「本件取締役会2」といい、本件取

締役会 1と併せて「本件各取締役会」という。）において本件譲渡 2を承認

する取締役会議事録が作成されている。

なお、本件取締役会 2の議事録には、本件被相続人も取締役会に出席し、

本件譲渡 2の承認決議にも参加した旨が記載されている。また、本件取締役

会 2の議事録には、・が識長として議事を進行した旨の記載がある一方、本

件被相続人に識長という肩書が記載されている。 さらに、本件被相続人の記

名の右側には、本件被相続人の姓が刻印された印鑑が押印されている。

E
 

現在における本件評価会社 2の株主名簿において、本件

株式 2について、本件被相続人から本件譲受会社への名義書換がなされてい

る。

ホ 本件被相続人作成の指示書について

（イ）平成 9年指示書について

本件被相続人は、請求人、 '’'及び1宛に、本件被相続人に万一のことが
あった場合に、本件被相続人が保有する本件評価会社 1の株式については、本
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審査請求人 一

件評価会社 2が適正な価格で買い取ること、同じく本件被相続人が保有する本

件評価会社 2の株式については、本件譲受会社が買い取った上で借入金の返済

に充てること等を指示する内容の平成 9年 8月16日付指示書（以下「本件平成

9年指示書」という。）を作成していた。

(n) 平成17年指示書について

本件被相続人は、請求人、 一 及び・卜に、本件被相続人に万一のことが

あった場合に、本件被相続人が保有する本件各評価会社の株式を本件評価会社

2が買い取ること等を指示する内容の平成17年 4月30日付指示書（以下「本件

平成17年指示書」という。）を作成していた。

へ贈与契約について

本件被相続人が請求人に対し、現金一を贈与することを内容とし、本件被

相続人の署名押印のある平成28年11月4日付贈与契約書（以下「本件贈与契約書

1」といい、本件贈与契約書 1による贈与を「本件贈与 1」という。）が存在す

また、本件被相続人が’’Iに対し、現金・・・・卜贈与することを内容とし、本
件被相続人の署名押印のある平成28年11月4日付贈与契約書（以下「本件贈与契

約書2」といい、本件贈与契約書2による贈与を「本件贈与 2」という。本件贈

与契約書 1及び本件贈与契約書 2を併せて「本件各贈与契約書」といい、本件各

贈与契約書に係る贈与契約を「本件各贈与契約」という。）が存在する。

ト 上場株式の売却について

本件被相続人ば-（以下「＇~とい
う0)-に口座を開設しており、同口座において、平成28年12月8日に■

の株式1,401株が売却され、平成29年2月 1日に

の株式1,000株及び同月 2日に同社株式256株（以下、一

の株式及び·|~の株式を併せ

「本件各上場株式」という。）が売却されていた。

なお、本件各上場株式の売却は、一 が本件被相続人の代理人として一

ーに発注したものである。

チ 所得税等の準確定申告について

請求人、＇~ 平成30年 1 月 25 日、別表 1 の 「確定申告」欄のとおり、



審査請求人 一

本件被相続人に係る平成29年分の所得税等の準確定申告（以下「本件申告」とい

う。）をしたが、本件申告には、本件各譲渡に係る一般株式等の譲渡所得は含ま

れていなかった。

リ 相続税の申告について

請求人は、平成30年8月 1日、本件被相続人に係る相続税の申告について、本

件評価会社 1の株式2,000株（本件株式 1の一部）及び本件評価会社 2の株式

36,000株（本件株式2) をそれぞれ本件被相続人の相続財産とする相続税の申告

書を原処分庁に提出した。

その後、請求人は、同年 9月 5日、上記申告における本件株式 2の価額を見直

すなどをした上で、相続税の修正申告書を原処分庁に提出した。

(4)審査請求に至る経緯

イ 原処分庁は、本件各譲渡について、所得税法第59条第 1項第 2号に規定する

「その時における価額」は、本件株式 1については 1株当たり-（総額

）、本件株式 2については 1株当たり一（総額

であるとし、上記（3）の二の（イ）のA及び同 (n)のAのとおり、本件被相続人が本件株

式 1については 1株当た り一（総額ー ）、本件株式2については 1株

当い一（総額-という、それぞれその2分の 1に満たない金額

によって譲渡していると認められることから、その時における価額に相当する金・

額により譲渡があったものとみなし、本件被相続人に一般株式等の譲渡所得が生

じたとして、令和 4年11月25日、別表 1の「更正処分等」欄のとおり、本件被相

続人に係る平成29年分の所得税等の更正処分（以下「本件更正処分」という。）

及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分」といい、本件更

正処分及び本件賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。）をした。

なお、原処分庁は、本件各処分をするに当たり、令和 4年11月15日付で請求人

に対し、本件被相続人に係る相続税について、上記（3）のリのとおり、請求人に

よって相続財産として申告された本件評価会社1の株式2,000株（本件株式 1の一

部）及び本件評価会社2の株式36,000株（本件株式2) をそれぞれ相続財産から

除外することなどとした減額更正処分をした。

ロ 請求人は、本件各処分を不服として、別表 1の「再調査の請求」欄のとおり、

令和 5年 2月15日に再調査の請求をしたところ、再調査審理庁は、本件譲渡 1の
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審査請求人 一

時における本件株式1の1株当たりの株式の価額を、別表 2のとおり- とし、

本件譲渡 2の時における本件株式 2の 1株当たりの株式の価額を、別表 3のとお

り一 した上で、一般株式等の譲渡所得金額を別表4のとおりとして、令和

5年 5月9日付で棄却の再調査決定をした。

ハ 請求人は、再調査決定を経た後の本件各処分に不服があるとして、令和 5年 6

月 2日、その全部の取消しを求めて審査請求をした。

2 争点

(1)本件各契約が存在するか否か、また、本件各契約が存在するとしても無効であるか

否か（争点 1)。

(2)本件各契約が存在するといえず、又は無効である場合に、課税処分をすることがで

きるか否か（争点 2)。

3・争点についての主張

(1)争点 1 （本件各契約が存在するか否か、また、本件各契約が存在するとしても無効

であるか否か。）について
~ . l 

原処分庁 i 
. .. . i 

！約が存在するか否かについl

契約は、以下の理由により存

て

f. ——• . i 

請 求人 i 

—― ―寸
本件各契約が存在するか否かについ ！

i 
I 

本件各契約は、以下の理由により存 ＇

l 在する。 I 在しない。
！ （イ）本件各契約書の成立の真正につい 1 （イ）本件各契約書の成立の真正につい

I て 1

本件各契約書は、いずれも本件被 i

相続人を譲渡者、本件譲受会社を購I
入者として作成され、末尾に本件被

相続人の記名押印並びに本件譲受会

て

A 本件各契約書には、いずれも本

件被相続人の記名のみで署名はな

く、実印の押印もない。

また、本件各契約書は1のみが
社の記名及び社判の押印が あるか l 保有しており、本件被相続人は、

ら、真正に成立したものである。 i 本件各契約書の原本も写しも保有

1 なお、本件各契約書に押印されて I しておらず、1から請求人及び’’
I いる本件印章は、本件被相続人が平 i ■に対して本件各譲渡の経緯につ ！

------ ^--—上 ＿ー・―̀~- — こ •一
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- '-
成29年 3月頃に第三者との間で締結I
した本件賃貸借契約書に訂正印とし

て使用されているのであるから、本

件各契約書に本件印章が使用されて

いたとしても不自然であるとはいえ

I 
！ 

処 分 庁

ない。

I —＾が•一 ヽ＿．•···—•: •• •ヽ· • ~... ---• - -—··呼 — ... 一• ―“'.l．巡 ~ ’·~~ 

~ ~ ~ ― ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

請求

B
 

審査請求人 一

いて説明もないこ：三戸了］

本件各契約書は、事後的に作成さ

れたものである可能性が高い。 1 

請求人及び・が知る限りにお

いて、本件印影は、本件被相続人

が生前に個人として使用していた

印章により顕出されたものではな

い。本件印章を購入した者、

購入時期、購入後の保管状況も不

明であることに加え、本件被相続l
その

印章は容易に入手できるから、本 1

件印章が本件被相続人の使用して ］

： 
仮に、本件印章が本件被相続人 i

人の姓は珍しい姓ではなく、

D
 

いた印章であるかは疑わしい。

c
 の使用していた印章であったとし

ても、本件各契約当時の本件被相

続人の一の進行状況からすれ

ば、本件被相続人が単独で自ら本

件印章を押印することはあり得な

"‘。
また、仮に、本件被相続人が役

員を務める会社の業務に使用する

ために1又は会社に預けたものが
本件各契約書に使用されていたの

であれば、

その

それは本件印章の預託

の趣旨に反する。

さらにいえば、本件被相続人と
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審査請求人 一

t 

「 ―^- 原
処 分

9•”`· ~ ~ ~ ~ ~ ~‘`. ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~, ~ • ~' ~ 

庁

：
 
I
 

］
 

｀～求人 ―-~
＇： 関係性からすれば、本件被相

続人が■又は会社関係者に対して1
本件印章について包括的な使用許l
可を与えていたとは到底考えられi

l 
また、当時の本件被相続人なし‘。

の意思能力や出社状況、■と本件
被相続人との面会や会話の状況等

からすると、本件各契約に関し、

本件被相続人が■又は会社関係者
に対して、本件印章について、個

別に使用許諾を与えていたとも到

底考えられない。

E
 

本件印章が本件賃貸借契約書に

押印されていたとしても、本件賃

貸借契約書の作成経緯や訂正印を

押印した者が不明であるから、本l
件被相続人が本件賃貸借契約書に i

本件印章を使用する許可を与えてI
いたという事情でもない限り、本 j

件被相続人が本件印章を使用して 1

また、本件印章は、1の管理下 ！
にあったのであるから、本件被相l
続人の有効な承諾を得ずに押印さ ＇

したかって、本件各契約書が存 I

在するとしても、本件被相続人のl

関与なく作成された可能性が非常 ！
--- ヽ～ ＾し、ャ ー 心ヤ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

いたとはいえない。

れた可能性を排斥できない。

F
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審査請求人 一

一

原

i
•I‘
9
]Iー

せ
ー支9、
、
|ii
ー
、
ー

1
1!~

9、:
l
'
,

i

心・・・・-・

処 分 庁 7 
I に高く、本件各契約書は真正に成
1 立したものではない。

: I (n)本件各譲渡の外観の存在について
A 本件各金員の振込みについて

卜譲l ・ ぱ■から本件各金員の振 I
受会社から本件各金員が本件被相l 込みの連絡を受けておらず、本件I
続人の給与の受取や光熱費及び施［ 各金員の振込みを確認したのは本：

設料の引落しに日常的に使用されI 審査請求に至った後のことであ］

i 
ている本件口座に入金されている ： る。また、本件各契約の当時の本i

のであるから、本件被相続人は、 ！ 件被相続人のl~l 
I 

本件各金員の振込みを認識してお ！ も踏まえると、本件被相続人が本‘

り、本件各譲渡について経済的成 i

本件各取締役会i二こ］

(n)本件各譲渡の外観の存在について

A
 
本件各金員の振込みについて

果が発生し、存続している。

B
 
取締役会の承認について

各譲渡が承認され、

役会議事録が作成されている。

i
 

~•

... 

件各金員の振込みを知っていたと

は到底考えられない。

加えて、本件各金員が本件口座

に振り込まれている事実があった

としても、1は、本件被相続人の
預金口座を把握していたから、本

件譲受会社が本件口座に本件各金

員を振り込み、本件各譲渡代金がl
支払われたという外形を作出するi

I 
！ B

 

ことは容易に可能であった。

取締役会の承認について

本件取締役会 2の鏃事録におい

て、本件被相続人が本件取締役会

2に出席し、議決にも参加したこ

とになっているが、 当該取締役会

の開催場所とされているビルには

エレベーターがなく 3階まで勾配
～一 ｀`

-11 -



審査請求人 一□―``・  •ヤ・｀；ー 庁 ——~ •-|-----、請 ;--入--
r•一 ―~• --- l が急な、、資属を上っていかなければ・

i 

］ 

ならず、

当時・ 本件被相続人が本件取

締役会 2に参加することは・■
ま］

た、当該議事録は、本件被相続人：

と1のいずれが議長であるかも分i
からないような記載であることも］

踏まえると、実際には、本件取締l
役会 2は開催されておらず、本件l
各取締役会の議事録は、・の意向 l

である。

c
 

株主名簿の名義書換について

~:

9
` 

件

ら

簿

｛

、

一

本

力

名

i

、

人

主

て

続

株

い

相

る

お

被

す

に

件

更

社

本

変

会

を

に

価

主

社

評

株

会

各

の

受

件

式

譲

本

株

件各
本

を受けて形式的に作成されたもの

と推認される。

株主名簿の名義書換について

会社法上、株主名簿には、株主

I
|
!
,
`
'
,
i

多

9

1

ー

1

,

1

§

1

‘

ー

1
,
1

ーニ

の名義書換も行われている。

c
 

の氏名又は名称及び住所、株主の

有する株式の種類と数、株主が株

式を取得した日、株券の番号を記

載することが定められているが、

I 
本件各評価会社の各株主名簿に ！

は、株式を取得した日や株券番号 ！

も記載されておらず、特に本件評 l
価会社 1の株主名簿は、本件譲渡

1の前後で体裁や内容が変更され

ており、不自然であることからす

簿は、

ると、本件各評価会社の各株主名i

ぃーア］しも1の意向を受けl

-12 -



審査請求人 一
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i
i
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ー
ー
ー
i
i
i
ー
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,
;
il

'9
9
.
9
99
9
9
r

i
ii
i
i|

|

|

1
ー

â

!

'

,

1

|

i
1

1

,

9

,

;

5

9

原
~ヽ●● ~ 

D
 

｀ ーロ＿＿一ー-1

所得税等の準確定申告書の提出 i
l 

について l 
・ 汀 Iは、本件各譲渡が i
あったものとして、本件被相続人

の平成29年分の所得税等の準確定

申告につき修正申告書を原処分庁

に提出している。

請

て、形式的に作成されたものであ

D
 
について

Iは、本件申告に当たって、本 i
件各譲渡を一 （以下 ＇

という C) に何も ！

伝えていなかったことがうかがわl
れることから、本件各譲渡の事実 ，

の存在、本件各契約の有効性には 1

E
 

多大な疑問がある。

Iが本件各譲渡の存在を仮装じ
た可能性について

] -

求 人

ると推認される。

所得税等の準確定申告書の提出

「本件税理士」

(A)本件各譲渡の存在を仮装する

動機

■は、平成20年頃に同人が役
員を務める会社において一！

ーがあり、更に、経営方

針の相違に端を発し℃■がグ
ループ企業数社の役員を辞任

し、本件被相続人が当該グルー

プ企業の役員に復帰するという

ことがあったところ、本件被相

続人が生前中に1に有利な遺言
書を作成していなかったため、

・ ま、 グループ企業の支配権を 1

確保するとともに、本件各圧竺］
·- ·- -•一、

-13 -



審査請求人 一

請

r
 

一
-

t
 

f

'
-
'’_1
,

'
,

1
:

i.̀:
:l

‘
.
I
I
I
 .. ,
|

|

·
·:
~

:
:
99
9|
.
i
i
・
ー
、
ー

ー

！

｀
•，.
|
|

たし立成こ,1
 
正真

ヽ
とるすらカヽ上以

原

—~ 

処分庁 求
:----

を遺産分割の対象とならないよ

うにするために、本件各譲渡を

仮装する必要性と理由があっ

l 
(B)本件各譲渡の存在の仮装が推I

I 

た。

認される事情

■は、本件各譲渡について、
事前に税理士や弁護士に相談し

I 本件申告に際しても本件各譲渡 ！
l 

について本件税理士に説明して ］

I 
いなかったことがうかがわれる I

ことからすると 、1が本件各譲l
渡の存在を仮装したものであるI

I 

ていなかったものと推認され、

可能性が高い。

(,ヽ）小括 (,ヽ）小括

以上からすると、本件各譲渡の外

本件各契約書が存在するほか、本件

各金員の振込みなどの本件各譲渡の

外観が存在するから、本件各契約は 1

本件各契約は無効であるか否かにつIロ
！ 

（イ）本件各契約は意思無能力により無 I

！ 効であるか否かについて 1 

｛ 以下の理由により、本件被相続人 i

［ は、本件各契約の当時、本件各譲渡l
， を理解できる程度の判断能力を維持l
h ^‘‘`‘｀ー・-一 -·ー·-— ··--••••・巫・・～巡` ―‘・ー一ヽ～9～‘-- '- ・し・

存在する。

ロ

いて

観が存在するとしても、

だけが存在するにすぎないものであ

るから、本件各契約は存在しない。

本件各契約は無効であるか否かにつ

いて

それは外観

（イ）本件各契約は意思無能力により無

以下の理由により、本件各契約のI
当時、本件被相続人の判断能力は著I
しく低下しており、本件各契約は意 ，

ー ・・．． 、・キー ・ • • 99  

効であるか否かについて
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審査請求人 一

分

｀
 

ヽ

一
り

原
｝

おi
て

[

し

．ロ

庁
ー・-・・・r・・・-・・

本件各契約は有効であ 1

l 

請
~ ＂ 

思無能力により無効である。

る。

A
 

本件各契約の当時、本件被相続

人は、少なくとも請求人や・ こ

の言うことを忘れておらず、

とに対し理解を示していたことが

うかがえる。

ヽ

3
`
J
ぐ
ヽ

3
3

ー！`
：＇

―

A
 

、●’~~ 

求人 7 
＂つ ― ―.l

本件被相続人は、平成23年12月 lI 
に一 の診断を受けており、本

件各契約の 1年以上前である平成

27年12月時点において、既に・

であった。本

件被相続人の年齢（本件各契約の

当時 ）や の一般的な経

過を考えれば、本件各契約の時点

においては、本件被相続人の一

・ が更に進行していたことが容易

； 
I 

つまり、本件各契約の当時、本 I

に推察できる。

件被相続人は、いわゆる

のような状態ではなく、恒常

的に意思無能力の状況にあった。

そもそも、意思能力は、

ではなく、

日常的

な会話が外見上成立しているか否

かといったレベルで判断するもの

具体的な法律行為との

関連で判断されるものであり、本

件各譲渡があったとされる時点に

おいて、金額面及び会社の支配権I
という意味においても重要な本件

各株式の譲渡について理解できる i

だけの判断能力があったか否かとi

l いう点で判断されるべきところ、
囀——~ ~ ~ ~ ~ ~ 

-15 -



審査請求人 一
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原処分庁

B
 

続人から請求人及び

が欠如していたとはいえない。

c
 

力が欠如していたとはいえない。

“̂̀西-,.-・・・・----------:--0

請 求人 l 
～ー ・―• 一ー · ------」
本件被相続人にそのような意思能l

力はなかったことは明らかであ ：

上記Aからすると、本件各贈与契 ；

I
 

］
 

I 
本件各契約の約 2か月半前であ I

I 
る平成28年11月4日に、本件被相 I

に対する！

贈与を内容とする本件被相続人のI
署名押印がある本件各贈与契約書l
が作成されていることから、本件 l

I 被相続人は、本件各譲渡の説明やi

書面の意味について理解する能力l

： 

本件被相続人が本件各契約の約 i

2か月前及び本件各契約の 1週間 ！

後に本件各上場株式を売却してい I
ることからすれば、本件被相続人 l

が本件各譲渡について理解する能

---/--コ[‘るーとしても、本件被竺竺9
.5 

一

9
‘
娑
§
§
吝
↑
ヽ
5
‘
‘
,
‘
‘
、
... ‘9ヽ
：ヽ‘‘；ゞ
・‘
.
.
.
 

C●

S・，
．．
 

f

．

I
L
 

る。

B
 
約の時点においても、本件被相続 ］

人の’’’'は相当程度進行していi

また、本件各贈与契約は、'’’!

た。

が本件被相続人の意思を推測し

て、 l~の判断で進めたものであ
り、本件被相続人に対し事前及び

事後にも本件各贈与契約について

説明していないのであるから、本

件各贈与契約の事実をもって本件

被相続人に意思能力があったこと

は証券会社に取引代理人届I
を提出しており、本件被相続人かく

c
 

にはなり得ない。

ら本件各上場株式の売却を包括的 ，

に委任されていたという事実はな ；

かったが、・には無権代理に該 I
当するという認識もなかったた

め、・が同人の判断で本件各上

場株式を売却した。 つまり、

は、本件被相続人に対し、売却の

意思を確認していないのであるか

ら、本件各上場株式が売却されて
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ー
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t
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原

` ^ ̂  ~ 

処分庁

はなり得I,

D
 

~~

~

~·
:~

•9

.i

,1

~’ 

、

な

で

8

を

訊

こ

[

・

の

力

は

、

は

約

能

約

は

又

契

無

契

＼

ー

各

思

各

＂

件

意

件

つ

に

本

は

本

に

月

、

人

、

渡

11

り

続

ら

譲

は

よ

相

か

各

又

上

被

た

件

月

以

件

つ

本

10

本

か

年

ある。

請求人
．．--------・ ・・・・•. 

）があったこと

‘t vヽ。

以上より、本件各契約の当

I 
本件被相続人は意思無能力であっ I

本件各契約は無効であ ！I 

(n) 本件各契約は無権代理か否か ！ 
l 

Alは、本件各譲渡について本件 l
l 

被相続人の了承を得ていた旨申述

するが、1の申述は変遷しており

D
 

たから、

る。

(P)本件各契約は無権代理か否か

A
 

介して、本件被相続人の了承を得

ていた。

平成29年 1月19日に、本件被相

．ー
，
＇

・

…
：
'
●
、

1

:

・

9
9
ー

＇

」

社

、

し

面

件

推

が

金

返

i

会

て

渡

書

本

と

人

入

に

一

価

い

き

の

、

た

続

に

社

評

っ

引

成

ば

い

相

座

会

件

に

に

作

れ

て

被

口

受

□b
-
・
:
0
0

叶

迂

”

い

し

、

ヵ

関

き

、

る

本

て

嘩

通

た

と

が

で

は

す

、

一

m
〗
5
5
5
■
汀
り
い
直
j

[

保

式

偶

記

す

に

こ

各

に

そ

i

が

株

配

を

在

渡

る

件

的

、

一

人

の

の

旨

存

譲

す

本

常

れ

i

B
 

続

1

■た
が

各

認

日

さ

一

b

~

V
9

9

1
`
`
,

'

,

』

信用できない。

また、・は、本件各談渡につ

いて1から説明を聞いたことはな
l 

く、本件被相続人に本件各契約書 ！

i 
の内容を確認してもらう等の取次 I

ぎをしたことはなく、．は本件

各譲渡に一切関与していない。

・ が本件株式 1のうち2,000株

の株券を1に渡したのは、貸金庫
から会社関係の書類が出てきたか

ら単純に1に渡しただけであり、
は、本件被相続人や1から、

株券を1に渡すよう指示されてい
たわけではなく、本件各譲渡に関l

上記イの (n)のAのとおり、本件 i

l 
被相続人が本件各譲渡を認識して

いたとはいえない。
← -- '"‘` — ・ •一

与していない。

B
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1
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分庁 I 
、一 99

金されていないことからすると、 l 
本件被相続人は、本件各譲渡代金I
が本件口座に入金されていたこと I
を知り得なかったとはいえず、本l
件各譲渡の認識がなかったとはいI

本件被相続人が作成した本件平
I 

成17年指示書には、1を本件評価I
会社2や本件譲受会社等の主宰者 i

l 

とする旨が記載され、株主権の行 1

使を1に委任していること等から
すると、本件被相続人が保有するI
株式を・ 屯主宰する法人へ譲渡すl

！ 
る旨を本件被相続人の遺志としてl
示したことがうかがえるから、本 ・

原 処

えない。

C
 

件各譲渡が本件被相続人の生前の

指示及び遺志に反するものとはい

えない。

i 
しV~ ~ - - r- -

審査請求人 一

- | 

人請求

本件被相続人は、本件平成 9年

指示書及び本件平成17年指示書に i
I 

おいて、本件評価会社 1の株式はI
本件評価会社 2が買い取ることを1

c
 

指示していた。

また、本件被相続人は、本件評

価会社 2の株式について、本件平

成 9年指示書においては本件譲受

会社が買い取ることを指示してい

たが、本件平成17年指示書におい

とを指示していた。

株が解禁されたことを踏まえて、

ては本件評価会社 2が買い取るこ I
これは、平成！

13年商法改正によりいわゆる金庫i

I 
本件評価会社2が本件評価会社 2

の株式も取得するように変更した

ものと推認することができる。

また、過去の経緯からすれば、

本件被相続人は、1を完全に信頼
して社長職を任せたわけではないIl 

から、本件被相続人の個人財産でl
ある株式について1に自由に処分 ！

~ .^ ̂ ‘ ~ •'` ~ ~ ~ ~ 
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口□原 処分庁

D 以上から、本件各契約は、

が関与した上で、本件被相続人の

意思に基づき行われたものであ

る。

(Iヽ）小括

以上からすると、本件各契約は、

有効に成立したものと認められる。

-̀- . 

審査請求人 一

を任： 属―図：□□□口］
はない。 1 

したがつて、最終的には本件各 l

株式のいずれも本件評価会社 2がl

買い取ることが本件被相続人の遺 ！

志であったのであるから、本件譲

受会社が譲受人となっている本件

各譲渡は本件被相続人の遺志に反

している。

D 以上から、本件各契約は、本件

被相続人の意思に基づかず権限な

く行われたものである。

（ハ）小括

以上からすると、本件各契約は、

本件被相続人の意思無能力により無

効であるか、又は権限なく行われた

ものであって無効である。

(2)争点 2 （本件各契約が存在するといえず、又は無効である場合に、課税処分をする

ことができるか否か。）について
「~ - •一·4 -- -̀  ̀： 原処分庁
‘, : .... .．．．．．． ． —-一• • 
l 
i 本件各契約が仮に不存在であるか、又
i 
iは本件各契約が無効であるとしても、以

I下の理由により、本件各契約があったとIして課税関係を構成することが相当であ
り、課税処分をすることができる。

lイ 譲渡所得の発生について
i 会社法上、株券発行会社において i
l ー・・―--・_..----~‘--・ ---,..---・ 
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本件各契約は不存在であるか、又は本

件各契約は無効であるから、以下の理由
| 

により課税処分をすることはできない。 1 

イ 譲渡所得の発生について

会社法上、株券発行会社において iI 
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審査請求人 ’’’’・

r- ~ • •— !——·· •```.......-- --- -

{----]竺•一庁 ！ 請 ＿竺一一 人

は、株券の交付がなければ株式譲渡の 1は、株券の交付がなければ、株式譲渡
効力が発生しないとされているが、仮 ！

に、株券発行会社において株券が発行 ：

されていなかったとしても、現に株式 ；

その譲渡代金 ゞ

その譲渡を承認する旨の ：

取締役会決議もなされ、譲受人が株主

として振る舞っているような場合に i

は、権利確定主義の見地からすれば、 I 
株式の増加益の利得という経済的利得 ！

が確定的に発生しているものとみるべI
l 

きであるから、譲渡所得は発生してい

l口
（イ）経済的成果とは、所得税の課税対l

一旦納税義務が発生した I
所得を意味するものと解すべきであl
るところ、本件各契約書の定めにI
沿って本件各譲渡代金が本件譲受会

社から本件被相続人名義の本件口座 t

に振り込まれ、本件被相続人が本件l
各契約に係る本件各譲渡代金を収受 i

していることから、本件各譲渡につ 1 件各譲渡はその外観が存在するにす

それが存lぎず、実際には存在しないものであ ！
I るから、本件各譲渡について経済的l

l 成果が発生しているとはいえない。 、I
[ (U)仮に、請求人が主張するように本 i (n)仮に、本件各契約が存在しないと l

i 
i 件各契約が無効であったとしても、 i [‘ーぎなーい場合であ？：［上竺竺ピ:[|
i ^. - -

譲渡契約書が作成され、

が支払われ、

ロ

~ ,̀., 

.. l
l▼

’
 

~

~

~
 

...

.. 9
4
9

i

l

 

る。

経済的成果の発生と消失について

象とされ、

いて経済的成果が発生し、

の効力が発生しないところ、本件各株

式に係る株券交付の事実や株式の譲渡

に株券の交付を要しない特段の事情の

存在が原処分庁によって立証されてい I

ないのであるから、本件各契約の効力 1

は発生しておらず、譲渡所得は全く生

じていない。

経済的成果の発生と消失について

（イ）上記（1）の 「請求人」襴のイの (n)

のAのとおり、本件被相続人は、本件

各金員が本件口座に入金されていた

ことを知っていたとは到底考えられ ：

l 
したがって、本件各金員の振込み

なVヽ。

の事実があったとしても、上記(1)の

「請求人」欄のイの(1ヽ ）のとおり、本

続している。
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iク…·—ー・ 原処分庁ー・-----Il 
通則法第23条第 2項は後発的事由に ！

よる更正の請求について規定していl
るところ、納税申告書の提出時には：

！ 
納税申告書の瑕疵ないしは減額更正 I
をすべき事由が内在しなかったが、 I 

後日、後発的にそのような事実が発i

生する場合があり、このような場合！

には、後発的事由が発生してから 21

か月以内に限り更正の請求を認める］

こととしている。この制度は、意思

表示の瑕疵等により無効な行為がな

されたが、その無効であることが知 1
I 

られず、経済的成果が発生してその l

まま存続している場合には、課税が 1

実質的負担力に着目して行われるこ I
I 

とから、それに対しても課税が行わi

れるべきという前提の下に成り立っ l

ている。

そうすると、この趣旨からも、代！

金の授受などの経済的成果が発生しl

審査請求人＇~
ー• -―-- -1 
請求人

＂一人 ‘---- ,— ·̂  l 

うに、一方当事者の意思無能力によ

り契約が無効となる場合には、課税

負担の錯誤のような場合と異なり、

経済的成果が発生しているものとし

て課税関係を構成すべきとの主張は

当たらない。

また、本件譲受会社が、本件各譲

渡の事実を仮装していただけでな

く、本件被相続人の意思無能力を

知っていた場合は、本件各譲渡代金

の振込みは、民法第705条《債務の不

存在を知ってした弁済》の非債弁済

に当たる。非債弁済となる場合に

は、本件譲受会社は、本件被相続人

に対し、本件各譲渡代金の返還を請

求することができず、本件被相続人

は本件各譲渡代金を返還しなくてよ

いのであるから、給付を受けた者に

経済的成果があることを根拠とし

て、譲渡所得課税の正当化を認める

てそのまま存続している本件各契約 1 こととすれば、不当な結果となるた

については、これがあるものとして t め、経済的成果の消失の有無にかかく

：。税関係を横成することが相当であ］ ：：：1肖さ課れ税る処へ分；まで違あ法るf：ものとし1

そして、相続人間で本件口座の預i

金について遺産分割協議が成立してi

おらず、本件口座の預金から返金す］

t、̀ -~、一・--- 1・ニ ことが不可能であ竺竺竺三：
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審査請求人一

、."̀ ―••ヽ•---- V 9 ̂  ̂ -~ 心~― - -、-—~ ---ロ
原処二.]---- ] 請求人

返金しようにも本件各契約の有効を ・

主張している本件譲受会社及び1が
受領するはずもないのであるから、

そもそも経済的利益を失わせること

が著しく困難であって、 このような

で
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あ

と

場合にまで経済的成果が失われてい

ないことを理由として課税処分を維

持することは著しく不当である。

(Iヽ ）仮に、無効な本件各契約によって

得られた経済的成果が当事者の下か

ら失われていないことを理由とした

ノ‘ 小括

課税が正当化されるとしても、それ

は当事者の下に留まっている経済的i

が限度であり、その他の部分に関す！

る本件各処分は当然に違法なものと］

利益（本件各金員合計

して取り消されるべきである。

小括

以上のとおり、本件各契約は不存在

であるから課税処分は取り消されるべ

しても、経済的成果が発生し、

もあるところ、本件については、経済

t
§
9
ヽ
9
,9t‘

,
I
l
,
1
1
ー

1
t
I L

的成果が失われていないからといっ

て、課税処分を維持することは著しく

ことができる。

きである。 また、本件各契約は無効で

不当であるから、課税処分は全部取り

消されるべきである。仮に、課税が正

当化されるとしても、 それは当事者の
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審査請求人 -

i --—••••••• — ·9 9 - - - - - 9 - - -., 9 

, ' l 原処分庁 ］ 請 求人 I 
!、 9 - ? 

I 
4 判断

(1)認定事実

i ある。
i 

―"--9 ．と — ~-一.. 0 • • 一 ~一．、．

請求人提出姿料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、

以下の事実が認められる。

イ 本件各契約書に押印されている印章について

（イ）本件各契約書に本件印章を押印したのは1である。そして、本件賃貸借契約
書以外に、本件印章と同一又は酷似した印影の印章が押印されている書類は、

証拠上存在しない。

（口）本件印章を保管していたのは1である。
り1は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、本件被相続人から本件印章を預
かったのは、本件各契約の20年以上前である旨申述するものの、本件被相続人

から本件印章を預かった理由も明確ではなく、現在の保管状況も明らかではな

vヽ。

ロ 本件各譲渡の経緯について

I又は1111は、原処分庁所属の調査担当職員又は再調査審理庁所属の再調査審
理担当職員に対し、本件各譲渡の経緯について、次のとおりそれぞれ申述した。

（イ）．は、令和 3年10月13日、要旨次のとおり申述した。

A 本件各譲渡について、・から本件被相続人に伝えてもらい、本件被相続

人の了承を得た。

B 本件各譲渡の手続は、1が本件被相続人に代わって行った。
C 本件各譲渡の譲渡価額は、本件被相続人が作成していた本件平成17年指示

書に記載された金額を参考にしたものであり、1が譲渡価額を検討したこと
はない。

(P) Iは、令和 3年12月 8日、要旨次のとおり申述した。
Iは、本件被相続人に対し、同人が本件各株式を取得した時期や取得価額を
確認していない。

い1は、令和 4年4月12日、要旨次のとおり申述した。
Alが実印ではない本件印章を本件各契約書に押印した。本件印章は1が鞄
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審査請求人 一

に入れて保管していたが、今はないかもしれない。

Blは、本件各譲渡の内容について＇’|に説明し、本件被相続人に対して本

件各譲渡について説明して確認を取るよう依頼した。本件各譲渡は、基本的

には本件平成17年指示書に基づいて行ったものである。

C ■は、本件各契約書を'’に渡し、 ・が本件各譲渡の意思を本件被相続
人に確認し、本件被相続人の了承を得た。

□ 1は、令和 5年 3月15日及び同年4月4日、要旨次のとおり申述した。
A 明確な時期は覚えていないが、本件被相続人から株式の譲渡について提案

があった。

B 本件各譲渡については、平成28年 10月か 11月頃、 ＇~本件被相

続人の了承を得た後、さらに、同月中に、1が本件被相続人に本件各譲渡に
ついて話をした。

C 本件各譲渡が本件平成17年指示書の作成から相当期間経過後に行われたの

は、1の都合によるものである。本件平成17年指示書では、本件各株式は本
件評価会社 2に譲渡することとされていた氾■から本件被相続人に対し、
本件各株式を本件譲受会社が買い受けることを提案し、了承を得た。

(ホ)・は、令和4年4月12日、要旨次のとおり申述した。

A Iから本件各譲渡の説明を受け、本件被相続人に本件各譲渡の意思を確認
したとこな■の説明のとおりの処理でよいということであったので、その
旨4'に伝えた。
B 本件各契約書は、1から渡されたものであるか明確な記憶はないが‘ |・が
・ に渡したと言うのであれば、1から自宅で説明を受けて、本件各契約書
を預かり、本件被相続人に確認してもらったのだと思う。

(へ)'・は、令和 5年 3月22日、本件各譲渡の話を本件被相続人に取り次いだこ

とはない旨申述した。また、本件被相続人から、本件各株式を本件譲受会社に

売却するよう言われて、これを1に取り次いだことはない旨を記載ぱ■l作
成の令和4年10月23日付メモが存在する。

ハ 本件被相続人らの生活状況について

本件被相続人は、平成21年頃から'’'と共に介護付有料老人ホームである一

（以下「本件施設」という 。）に入居していたが、本件各譲渡の当時
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審査請求人 '’’~

は本件施設と自宅を行ったり来たりする生活であった。

本件被相続人は、本件各評価会社及び本件譲受会社並びにグループ企業である

等の役員を務めていたが、高齢となり、平成26年頃から各会社

に出社することはなくなった。

二 本件被相続人の意思能力について

（イ）本件被相続人は、平成23年12月頃から'’’'の症状が出始め、

1で一の診断を受けて投薬治療を始めた。
(n)平成27年 1月14日に実施された介護保険の要介護認定調査において、本件被

相続人には、

いるが、

― とされていた。

平成27年 1月6日付主治医意見書においては、

常の意思決定を行うための

とされていた。

、日

以上の要介護認定調査の結果及び主治医意見書を踏まえて、本件被相続人の

要介護度は、平成27年 1月29日付で'’’l・と認定された。

(Iヽ ）平成27年12月22日に実施された介護保険の要介護認定調査において、本件被

相続人には、

となっているが、

また、社会生活への適応については、 一

とされていた。

平成27年12月25日付主治医意見書においても、

常の意思決定を行うための

とされていた。

以上の要介護認定調査の結果及び主治医意見害を踏まえ、本件被相続人の要

介護度は、平成28年 1月21日付で と認定された。
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審査請求人一

（二）本件被相続人は、平成28年 1月29日、本件施設が作成した「私の医療に関す

る希望書」で今後の治療方針や延命措置等についての自らの意思を表明し、署

名押印した。

（ホ）本件被相続人は、平成27年10月7日以降、 に定期的に通院する

ようになったところ、本件各契約の前後の時期である平成28年11月30日及び平

成29年 2月 1日の一の診察においては、本件被相続人及び'’lは、
本件被相続人の症状等について特段の変化を訴えておらず、後記（へ）のとおり、

平成29年 5月に一を発症するまでは、本件被相続人には、

ーものの、一であった。

一（へ）本件被相続人は、平成29年 5月18日に一との診断を受け、＿ 
に入院し、同年 7月12日に退院したが、

・になった。また、本件被相続人は、

なったため、要介護認定の変更申請を行った。

平成29年 6月 5日に実施された介護保険の要介護認定調査において、'’’’

以上の要介護認定調査の結果を踏まえ、本件被相続人の要介護度は、平成29

年 6月16日付で と認定された。

ホ 本件各株式の株券の交付について

（イ）本件株式 1について

本件被相続人の保有する本件株式 1 (4,000株）のうち2,000株については株

券が発行済みであったが、残り 2,000株については株券が発行されていた事実は

確認できない。

本件被相続人は、昭和61年以降、

において貸金庫を利用していたところ、 '’lは、平成29年 1月19日、
当該貸金庫内に保管されていた本件株式 1の株券2,000株を1の配偶者である1
ーを介して、本件譲受会社の代表取締役である1に引き渡した。
(n)本件株式 2について

本件譲渡 2の当時、本件株式2の株券が発行されていた事実は確認できない。

へ 本件譲受会社における経理処理について
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審査請求人 一

本件譲受会社は、同社の当座預金に係る総勘定元帳において、平成29年 1月27

日付及び同月 30日付で、本件口座に振り込んだ本件各金員を本件被相続人からの

本件各株式の取得に係る出金として処理した。

ト 贈与契約について

（イ）本件被相続人が、請求人に対し、現金'’l~贈与する旨の平成26年10月 26
日付及び平成27年 1月2日付の各贈与契約書が存在する。

(n) 本件被相続人が、·に対し、現金'’l~贈与する旨の平成26年11月 10 日
付及び平成27年 2月1日付の各贈与契約書が存在する。

（ハ）本件各贈与契約書並びに上記（イ）及び(P)の各贈与契約書は、請求人によって

作成されたものであるが、いずれにも本件被相続人の署名押印がある。

（二）請求人は、平成29年2月20日、本件贈与 1について贈与税の申告書を一

■■に提出した。その後、請求人は、平成29年 6月19日、相続時精算課税の
計算明細書の添付漏れがあったとして、一に更正の請求書を提出し、

同税務署長は、同月21日、相続時精算課税の適用を認めて更正した。

(ホ)・ は、本件贈与2について、贈与税の申告書を原処分庁に提出した。

(へ)'・は、令和5年 3月22日、再調査審理庁所属の再調査審理担当職員に対し、

本件贈与 2について、本件被相続人に本件贈与 2の意思があった旨申述した。

一方、 は、同年 9月9日、当審判所に対し、平成26年以降、 は本件

被相続人の了承を得ることなく、本件被相続人が従前から行っていた親族（■
■、請求人、請求人の配偶者、請求人の子ら及び・ の配偶者）に対する贈与を
再開した旨記載した陳述書を提出した。

チ 本件各上場株式の取引について

本件被相続人は、平成19年 5月17日、

一一）に対し、証券取引について
代理人届を提出した。

を代理人とする取引

は、取引代理人届の継続について年 1回の本人確認を行って

一いるところ、 の営業員は、平成28年 3月16日及び平成29年 3月

16日に本件被相続人に対し、上記取引代理人届の継続を確認した。

リ 本件口座について

(,{) ■は、平成25年又は26年頃から本件被相続人に代わり、同人名義の預金口
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座の入出金を行うようになった。

(n) 本件口座には、本件被相続人が役員を務めていた····,~―
ー及び一からの給与が振り込まれていた。なお、1
は、一及び'|~の代表取締役を務めている。
また、本件口座の預金からは、定期的に500,000円又は1,000,000円の現金が

引き出されているほか、本件被相続人及び'l'が入居する本件施設の施設使用
料や、電気代、ガス代が引き落とされていた。

(Iヽ ）請求人・紅Iの間で、平成30年 7月27日及び令和 4年4月25日に本件
被相続人の相続財産の一部について＇~が取得することを内容とする遺産分割
協議が成立したが、本件口座の預金については、遺産分割協議が成立していな

"‘。
ヌ 請求人の相続税の申告について

上記1の(3)のリの請求人が提出した相続税の申告書及び修正申告書のいずれに

おいても、本件口座の預金は、本件被相続人の相続財産とされている。

ル 本件各契約の不存在又は本件各契約の無効を前提とする行動の有無について

（イ）請求人は、本審査請求がされた令和 5年 6月 2日までに、本件各契約の不存

在又は本件各契約の無効を理由として、本件各株式が本件被相続人の相続財産

に帰属することを確認する遺産確認の訴え等の民事訴訟を提起しておらず、そ

の他判決等によって本件各契約の不存在又は本件各契約の無効は確認されてい

ない。

(n)本件被相続人並びに相続人である請求人、'’I及び1のいずれも、本件譲受
会社に対して、本件各金員を返還していない。

(2)争点 1 （本件各契約が存在するか否か、また、本件各契約が存在するとしても無効

であるか否か。）について

イ検討

い■による本件各契約の締結
上記 1の(3)の二の（イ）のA及びB並びに同 (n)のA及びBのとおり、本件各契約書

には、本件被相続人の記名押印があるところ、上記(1)のイの（イ）及ぴ(n)のとお・

り、本件各契約書に本件印章を押印したのは1であり、同人が本件印章を保管
していた。また、上記(1)の口のとおり、本件各譲渡の経緯についての1及び■
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■の各申述には変遷や食い違いが見られるものの、これらの各申述のうち、そ
の内容に麒翻が生じていない部分を前提とした場合には、本件各譲渡が行われ

た時期に、本件各株式を本件譲受会社が買い受けることを決定したのは1であ
るということになるのであるから、本件各譲渡は、1の主導の下に行われたも
のと認められる。

以上からすれば■は、本件各契約書に、本件被相続人に代わって本件被相
続人の記名押印をする方式（いわゆる署名代理の方式）によって顕名をした上

で、本件被相続人の代理人として本件各契約を締結したものとみるのが相当で

ある。

したがって、本件各契約に係る意思表示は、本件被相続人の代理人であると

称する1によって、本件被相続人のためにすることを示して行われたものであ
り、代理行為としての成立要件を充たしているのであるから、本件各契約が不

存在であるということはできず、本件においては、その法律効果が本人である

本件被相続人に帰属するか否かを検討すべきことになる。

(n)本件被相続人の1に対する代理権の授与の有無
A 本件被相続人が意思無能力であったか否か

上記（イ）の1による本件各契約の効果が、本件被相続人に帰属するためには、
本件被相続人氾■に対し、本件各契約について代理権を授与したと認めら
れる必要がある。そして、本件各契約の当時、本件被相続人が意思無能力で

ある場合には、本件被相続人が1に対し上記代理権を授与することはできな
vヽ。

そこで、検討するに、上記(1)の二の（イ）から(,ヽ）までのとおり、本件被相続

人は、平成23年12月頃から

ところ、

（イ）から（ポ）までで認定した事実からすると、本件各契約が行われた平成29年

1 月頃の本件被相続人の＇~平成27年 12月頃の状態から大きな

変化はなく推移しており、平成29年 5月18日に一を起こすまでは、一

ものの、
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ということができる。

以上からすると、本件各契約の当時、本件被相続人の

一、本件被相続人が本件各契約の時点において、恒常的

に意思能力を欠く状況であったということはできない。

したがって、本件各契約の当時、本件被相続人が意思無能力であったとは

いえない。

B 代理権の授与の有無

続いて、本件被相続人仇■に対し、本件各契約について代理権を授与し
たといえるか否かについて検討する。

(A)本件印章の使用

上記 1の・（3）の二の（イ）のBのとおり、本件印章は、本件被相続人の実印で

はない。

また、上記 1の(3)の二の（イ）のB及び上記(1)のイの（イ）のとおり、本件印

章と同一又は極めて酷似した印影の印章が押印されている書類は、本件賃

貸借契約書しか判明しておらず、しかも本件賃貸借契約書の署名押印欄又

は記名押印襴ではなく、賃料の振込先口座の訂正箇所に訂正印として押印

されているにすぎない。

この点、上記（1）のイの (Iヽ ）のとおり1は、本件印章は、本件各契約の
20年以上前に本件被相続人から預かったものである旨申述する。しかし、

印章を他人に預託する際には預託の目的を取り決めておくのが通常である

にもかかわらず■が本件被相続人から本件印章を預かった目的は明らか
でなく 、まに1は、上記（l）のイの (Iヽ）及び同口の (1ヽ）のAのとおり、本件
印章の保管状況についても、自分の鞄に入れて保管していたが現在の保管

状況は分からないなどと不自然かつ曖昧な申述をしていることからすると、

本件印章は本件被相続人から預かったものであると の■の申述は信用でき
なVヽ。

以上からすると、本件印章は、本件被相続人の使用していた印章である

とは認められないので1が本件印章を使用したことから、本件被相続人
が■に対して本件各契約の締結についての代理権を授与していたと推認す
ることはできない。
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(B) ■及び|~が本件被相続人の意思を確認したか否か

上記(1)の口の（イ）、（Iヽ ）及び（二）のとおり、1は、本件各譲渡について、
当初、一を介して本件被相続人の意思を確認したと述べ、自ら本件被相

続人の意思を確認したとは申述していなかったところ、その後、一を介

して意思確認をした上で、自ら本件被相続人に意思確認をしたと申述を変

遷させており、本件被相続人に対して本件各譲渡の意思を誰がどのように

確認したか否かどいう重要な経緯につき申述に一貫性がなく、1のこの点
に関する申述は信用できない。

また、一も本件各譲渡について、上記（1）の口の（ホ）及び（へ）のとおり、

当初は、本件被相続人の意思を確認した旨申述し、本件各契約書を'|から

渡されたか明確な記憶はないものの、本件各契約書を預かって本件被相続

人に確認してもらったのだと思う旨申述していたにもかかわらず、その後、

本件各譲渡の話を本件被相続人に取り次いだことはないと申述を変遷させ

ており、本件被相続人に本件各譲渡の意思を確認したか否かという重要な

経緯について申述に一貫性がなく、■'のこの点に関する申述も信用でき
ない。

したがっ℃■及び・・の上記各申述からは、1又は・・が、本件各譲
渡についての本件被相続人の意思を確認したとの事実や、本件被相続人が、

Iに対し、本件各契約の締結についての代理権を授与したとの事実を認め
ることはできない。

(C)本件平成9年指示書及び本件平成17年指示書

上記 1の(3)のホのとおり、本件被相続人は、同人の死後、同人が保有す

る本件評価会社 1の株式を本件評価会社 2が買い取ることを希望していた。

また、本件被相続人は、同人が保有する本件評価会社 2の株式について、

平成 9年の時点においては、本件被相続人の死後、本件譲受会社が買い取

ることを希望していたが、平成17年の時点においては、本件被相続人の死

後、本件評価会社 2が買い取ることを希望していた。そうすると、本件被

相続人の死後に、本件評価会社 2が本件各株式を買い取ることが平成17年

の時点における本件被相続人の遺志であったといえる。

このことに加えて、そも、そも本件平成 9年指示書及び本件平成17年指示
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書は、法定相続人に宛てて、本件被相続人の死後の遺産の処分に関する遺

志を記載したものと解されるから、これをもって本件被相続人が生前に本

件各株式を譲渡する意思を有していたことを読み取ることはできないのは

もとより、本件被相続人が本件各株式の譲渡についての代理権を1に授与
したとの事実を推認することもできない。

(D)株券の引渡し

上記（1）のホの（イ）のとおり、一ま、本件譲渡 1の直前である平成29年

1月19日に、貸金庫内に保管していた本件評価会社 1の株券2,000株を■に
引き渡したと認められる。しかしながら、当該事実からは、■が本件被相
続人から本件譲渡 1についての了承を得ていたことや、本件被相続人が1
に対し、本件譲渡 1に係る契約の締結についての代理権を授与していたこ

とを推認することはできない。

(E) 本件口座への入金

上記 1の(3)の二の（イ）のC及び同 (ll)のCのとおり、本件各金員が平成29年

1月27日及び同月 30日、本件被相続人名義の本件口座に振り込まれている。

しかしながら、上記(1)のリの (n)のとおり、本件口座には、本件被相続人

が役員を務めていた会社からの給与の振込みが行われているところ、当該

会社の中には1が代表取締役を務めている会社があることからすると1
は本件口座の存在を従前から知っていたと考えられるので、本件各金員が

本件口座に振り込まれている事実から直ちに、本件被相続人が本件各譲渡

を了承していたことや、本件被相続人が■・こ本件各契約の締結に係る代理
権を授与していたことを推認することはできない。

(F)本件取締役会2の議事録

上記 1の(3)の二の(n)のDのとおり、平成29年 1月31日付の本件取締役会

2の議事録には、本件被相続人も取締役会に出席し、本件譲渡 2の承認決

議にも参加した旨が記載され、本件被相続人の記名の右側には、本件被相

続人の姓が刻印された印鑑が押印されている。しかしながら、当該印鑑の

印影が本件被相続人の印章により顕出されたことを示す証拠はなく、他に、

本件被相続人の意思に基づいて本件取締役会 2の議事録が作成されたこと

を認めるに足りる証拠はない。よって、本件取締役会 2の議事録の本件被
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相続人作成部分については、成立の真正が認められず、本件被相続人が本

件取締役会 2に出席し、本件譲渡2の承認決議に参加したとは認められな

vヽ。

そうすると、本件取締役会 2の議事録に本件被相続人の記名押印がある

ことをもってしても、本件被相続人が本件譲渡 2について了承していたと

はいえないし、本件被相続人が■に対し、本件譲渡2に係る契約の締結に
ついての代理権を授与していたことを推認することもできない。

(G)小括

以上からすれば、本件被相続人が1に対して本件各契約について代理権
を授与していたと認めることはできない。

したがって、本件各契約は、1による無権代理行為によるものと認めら
れるので、本件被相続人に対してその効力を生じない。

ロ 請求人の主張について

（イ）本件各契約は不存在である旨の主張について

請求人は、上記 3の(1)の「請求人」欄のイの (n)のとおり、本件各契約はそ

の存在を仮装されたものであり、不存在である旨主張する。

しかしながら、本件各契約に係る意思表示は、本件被相続人の代理人である

と称する■によって、本件被相続人のためにすることを示して行われたもので
あり、代理行為としての成立要件を充たしているので、本件各契約が不存在で

あるということができないことは上記イの（イ）で説示したとおりである。

したがって、請求人の主張には理由がない。

(P)本件被相続人の意思能力に関する主張について

請求人は、上記 3の(1)の「請求人」欄の口のとおり、本件被相続人は、本件

各契約の当時、意思無能力であった旨主張する。

しかしながら、本件被相続人の一の状態等からすれば、本件各契約の当

時、本件被相続人が恒常的に意思能力を欠く状況であったとはいえないことは、

上記イの (n)のAで説示したとおりである。

したがって、請求人の主張には理由がない。

(3)争点 2 （本件各契約が存在するといえず、又は無効である場合に、課税処分をする

ことができるか否か。）について
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イ 法令解釈

（イ）所得税は、株式の譲渡等の原因行為そのものにではなく、その結果として取

得した経済的成果に担税力を認めて課税するものであるから、仮に原因行為に

ついて、実体的に無効であるなどの瑕疵があったとしても、当該経済的成果が

原因行為の瑕疵を基因として現実に失われない限り、所得税の課税物件を欠く

ことにはならないものと解するのが相当である。

(ll) また、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に

帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転する

のを機会に、これを清算して課税する趣旨のものであるから、譲渡所得に対す

る課税においては、資産の誤渡は課税の機会にすぎず、その時点において所有

者である譲渡人の下に生じている増加益に対して課税されることとなるところ、

所得税法第59条第 1項は、同項各号に掲げる理由により譲渡所得の基因となる

資産の移転があった場合に当該資産についてその時点において生じている増加

益の全部又は一部に対して課税できなくなる事態を防止するため、 「その時に

おける価額」に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなすこととし

たものと解される。

ロ検討

（イ）上記 (2)のイの (ll)のBの(G)のとおり、本件各契約は、■による無権代理行為
によるものと認められるものの、上記 1の(3)の二の（イ）のC及び同 (ll)のCのとお

り、本件各金員が本件被相続人名義の本件口座に振り込まれており、無権代理

行為に基づき譲渡人とされる本件被相続人に財貨が移動している。

この点について、請求人は、本件被相続人は、一のため本件各金員の本

件口座への振込みを認識し得ず、経済的成果は発生していない旨主張する。し

かしながら、上記(1)のリの (ll)のとおり、本件口座には本件被相続人が役員を

務める会社から支給される給与が振り込まれていることに加え、本件口座から

は本件被相続人及び、~が入居する本件施設の利用料金や光熱費が引き落とさ

れ、定期的に現金が引き出されていることからすると、本件口座は、本件被相

続人が日常的に使用する預金口座であるということができるので、上記のとお

り本件各金員が本件口座に振り込まれている以上、本件被相続人が本件各金員

の振込みの事実を認識しているか否かや、本件被相続人が本件口座について、
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自ら金銭管理を行っていたか否かにかかわらず、本件被相続人が、本件各譲渡

に伴う経済的成果を取得していることは明らかである。

そして、本件各契約の法律効果が、本件被相続人に帰属しないのであるなら

ば、本件被相続人の相続人である請求人、'’’及び■は、本件各金員を本件譲
受会社に返還すべきであるところ、請求人は、本件各契約の無効を主張するも

のの、上記 (1)のルの（イ）のとおり、本件各契約の無効を前提として遺産確認の

訴え等の訴訟を提起しておらず、他に判決等で本件各契約の無効が確認された

事実も認められない。また、上記（1）のヌのとおり、請求人も本件口座の存在及

び本件口座への本件各金員の振込みを認識しているにもかかわらず、請求人、

・及び1は、上記（1）のルの (ll)のとおり、現在に至るまで本件譲受会社に対
し本件各金員を返還していない。このように、本件被相続人の相続人である請

求人、'■及び■が本件各金員を返還していない以上、本件各譲渡に係る経済
的成果が消失したとは認められない。

したがって、原因行為である本件各契約は無権代理によるものであり、本件

被相続人にその効果が帰属するものではないものの、その結果として生じた本

件各譲渡に係る経済的成果が、これを基因として現実に失われていない以上、

上記イの（イ）のとおり、所得税の課税物件を欠くことにはならず、所得税を課税

することができる。

(ll) また、上記イの (ll）のとおり、譲渡所得に対する課税は、資産の譲渡の時点に

おいて所有者である譲渡人の下に生じている資産の増加益に対して課税される

ものであり、所得税法第59条第 1項は、同項各号に掲げる理由により譲渡所得

の基因となる資産の移転があった場合に「その時における価額」に相当する金

額により資産の譲渡があったものとみなすこととしたものと解される。

本件各譲渡のように、所得税法第59条第 1項第 2号が規定する、法人に対し、

著しく低い価額の対価の額で譲渡したような場合（後記(4)参照）においては、

経済的成果である本件各譲渡代金の限度で課税するものではなく、 「その時に

おける価額」に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなして課税す

るものである。

したがって、本件各譲渡においては、本件各譲渡代金の額ではなく、本件各

株式の「その時における価額」、すなわち時価の額が譲渡所得の収入すべき金
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額として課税されることとなる。

ハ 請求人の主張について

（イ）本件各契約の効力が発生していないため譲渡所得は発生していない旨の主張

について

請求人は、上記 3の(2)の「請求人」欄のイのとおり、株券発行会社において

は、株券の交付がなければ、株式譲渡の効力が発生しないところ、本件各株式

に係る株券交付の事実や株式の譲渡に株券の交付を要しない特段の事情の存在

が原処分庁によって立証されていないのであるから、本件各契約の効力は発生

せず、譲渡所得も発生していない旨主張する。

しかしながら、上記口のとおり、本件各譲渡に係る経済的成果が現実に失わ

れていない以上、所得税の課税物件を欠くことにはならず、所得税を課税する

ことができるのであって、株券交付の要否及び有無は、上記結論を左右しない。

よって、請求人の主張は採用できない。

(n)本件各契約が意思無能力により無効となる場合に課税することが不当である

旨の主張について

請求人は、上記 3の(2)の「請求人」欄の口の (P)のとおり、原因行為たる本

件各契約が意思無能力により無効である場合においては、無効を原因として経

済的成果が消失しなければ課税されるのは著しく不当である旨主張する。

しかしながら、上記(2)のイの (n)のAのとおり、本件各契約の当時、本件被相

続人が意思無能力であったとはいえない上、そもそも、原因行為である本件各

契約の効力が否定される理由如何によって、課税の可否を区別すべき理由もな

vヽ。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(1ヽ ）本件各金員の振込みが非債弁済となる場合に課税することは不当である旨の

主張について

請求人は、上記 3の(2)の「請求人」欄の口の (n)のとおり、本件譲受会社が

本件被相続人の意思無能力を認識しており、本件各金員の振込みが非債弁済と

なる場合には、本件譲受会社は本件被相続人に対し、本件各譲渡代金の返還を

請求することができず、本件被相続人は本件各譲渡代金を返還しなくてよいの

であるから、経済的成果が消失していないことを理由に課税するのは著しく不
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当である旨主張する。

しかしながら、上記口の（イ）のとおり、所得税は、取得した経済的成果に担税

力を認めて課税するものであるところ、本件各譲渡による経済的成果が現実に

失われていない以上、本件各譲渡代金の返還義務の有無にかかわらず課税され

るものである。

したがって、請求人の主張は採用できない。

（：：：）経済的成果を消失させることが事実上不可能である場合に課税することは不

当である旨の主張について

請求人は、上記 3の(2)の「請求人」欄の口の(P)のとおり、本件口座の預金

について相続人間で遺産分割協議が成立していないだけでなく、本件各譲渡代

金を返還しようとしたとしても、本件各契約の存在を主張する本件譲受会社が

本件各譲渡代金を受領しないであろうから、経済的成果を失わせることが事実

上不可能であるため課税処分は不当である旨主張する。

しかしながら、本件口座の預金以外にも本件被相続人の相続財産は存在し、

上記(1)のリの（Jヽ）のとおり、一部の相続財産については遺産分割協議が成立し

ているのであるから、相続人である請求人又は・・lが本件口座以外の相続財産
から、本件譲受会社に対して本件各譲渡代金相当額を返還することも可能であ

るし、本件譲受会社が受領を拒否すれば供託することも可能であるから、本件

各譲渡に係る経済的成果を失わせることは事実上不可能ではない。

したがって、請求人の主張は採用できない。

（ホ）課税されるのは経済的成果の範囲内に限られる旨の主張について

請求人は、上記 3の(2)の「請求人」欄の口の(Iヽ ）のとおり、仮に、課税処分

が維持されるとしても、経済的成果の範囲内である本件各譲渡代金の額の限度

においてのみである旨主張する。

しかしながら、本件各譲渡のように、法人に対し、著しく低い価額の対価の

額で譲渡したような場合（後記(4)参照）においては、 「その時における価額」

に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなして課税するものであっ

て、経済的成果である本件各譲渡代金の額の限度において課税されるものでは

ないことは、上記口の（口）のとおりである。

したがって、請求人の主張は採用できない。

-37 -



審査請求人一

(4)本件更正処分の適法性

上記(3)のとおり、原因行為である本件各契約が無権代理によるものであっても、

本件被相続人が本件各譲渡による経済的成果を取得し、当該経済的成果が現実に失

われていない以上、所得税の課税物件を欠くことにはならない。

当審判所の調査及び審理の結果によれば、本件譲渡 1の時における本件株式 1の

1 株当たりの価額は、別表 2 のとおり~と認められるのに対し、本件株

式 1 の取引価額である 1 株当たり＇~本件譲渡 1 の時における本件

株式1の価額の 2分の 1に満たない対価の額である。

また、本件譲渡2の時における本件株式2の1株当たりの価額は、別表 5のとお

り■■・であると認められるのに対し、本件株式 2の取引価額である 1株当たり
ーという価額は、本件譲渡2の時における本件株式2の価額の 2分の 1に満たな

い価額である。

したがって、本件各譲渡については、所得税法第59条第 1項第 2号及び所得税法

施行令第169条の各規定により、譲渡所得の金額の計算上、本件各株式の「その時に

おける価額」、すなわち時価による譲渡があったものとみなされ、これを前提に算

出した本件被相続人の一般株式等の譲渡所得金額は、別表 6のとおりとなり、所得

税等の納付すべき税額は、別表 7のとおりとなって、この金額は本件更正処分のそ

れを上回るから、本件更正処分は適法である。

なお、本件更正処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提

出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

(5)本件賦課決定処分の適法性について

上記(4)のとおり、本件更正処分は適法であり、また、本件において、通則法第65

条（令和4年法律第4号及び令和 5年法律第 3号による改正前のもの。） 《過少申

告加算税》第4項第 1号に規定する正当な理由があるとは認められない。そして、

当審判所においても、請求人の平成29年分の過少申告加算税の額は、本件賦課決定

処分における金額と同額であると認められる。

したがって、本件賦課決定処分は適法である。

(6)結論

よって、審査請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり裁

決する。
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別表 1

審査請求に至る経緯

ーニー—--. ... .... 
` ―~•..'・｀．区

項目 •̀9.^ 

．．，．．● •.. 

： ：．▼． · — ．▲ ~ • ． --~― ―‘‘ ー・ペ・・ニニ： ．ヽ•• ̀  
i 

i 年 月日

-----9←•ー ；印立：叫—

―-, .-••一··—··- - -ー・再ー←ー決一匹・--I
令和5年 2月15日1令和 5年 5月9日｛

総
: | 
l一般株式等の譲渡
、9

芦l上場株式等の譲渡
:1上場株式等の分離配

・--・ 
分で差し引く上
る譲渡ー損失金額

所 得

所得税等の納付すべき税額I⑥

分

請求人に係る過少申告加算税の額l⑦
---・--・、

確定申告 更正処分等 再調査の請求

全

部

の

取

消

し 却

（注） 1 

2 

上記確定申告は、所得税法第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告〉）に規定する準確定申告である。

-39 -



審査請求人一

別表2

本件株式 1の1株当たりの株式の価額の計算

（再調査審理庁調査額）

[--―------•＇← ー · : - - 9ー・

1 項

i- 9 

目

直前期末の資本金等の額

言i竺三：額（①..!...（②一③））

i1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数（①750円）
..、--・ ・…-・・

l類似業種の株価
比準要素 l ...... . 
等の金額 I比準割合
の計算

1株 (50円）当たりの比準価額（⑥x⑦XO.6) (10銭末満切捨て）
~ ”.“ー ～雪｀ ~… 

類似業種比準価額（⑧の金額x④/50円）
亀“^" ~ ~ ~~ ~ 

1株当たりの純資産価額
•—…··＝て：一ー·--•—.----·· 9- .... " . . .~. _ _. 、一＿．． ．．ヽ•一—

1株当たりの価額
⑩の金額と次の算式によって計算した金額とのいずれか低い方の金額I [（算式） ⑨の金額X0.50＋⑩の金額X0、50

r

ノ

（注） 1 本件譲渡1匝前、本件被相続人と本件評価会社2は、本件評価会社1の「中心的な同族株主」であった
ことから、上記⑪襴の計算は、所基通59-6 (2)の定めにより「小会社」として計算されることとなる。

2 上記⑧欄の「0.6」とは、評価通達上、本件評価会社1が「中会社」に該当することから過用される割合

である。
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別表 3

本件株式2の1株当たりの株式の価額の計算

（再調査審理庁調査額）

項 目

現金預金
し・~ ~ ~一

前払費用

士地

資
産
及
び
負
債
の
金
額

資
産
の
部

建物

車両

投資株式

金

金

竺

[

合計

前受金

未払金

負
債
の
部

未払消費税

末払法人税等

＇，保証金
．．．． 

合計

純資産価額（①一②）

発行済株式数

1株当たりの純資産価額（③＋④）
---・-

類似業種比準価額

1株当たりの価額
〔⑤の金額と次の算式によって計算した金額とのいずれか低い方の金額
（算式） ⑥の金額X0.25＋⑤の金額xo.75 

r

ノ

（注）上記「資産の部J及び「負債の部」の各金額は、相続税評価額である。
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別表4

一般株式等の譲渡所得金額の内訳

（再調査審理庁調査額）

項目 本件株式1 本件株式2-T合 計

株式数

' ~ ~、．， ．．．~ ヽ·――
I 

収入金額（①x②)

取得喪

譲渡に要した費用

差引金額（③―④―⑤)

一般株式等の譲渡所得金額 I ⑦ 

-42 -



審査請求人一別表5

本件株式2の1株当たりの株式の価額の計算

（審判所認定額）

項 目 審判所認定額

現金預金

前払費用

土地

資
産
及
び
負
債
の
金
額

資
産
の
部

建物

車両

投資株式

出資金

保証金

合計

前受金

末払金

負
債
の
部

末払消費税

未払法人税等

保証金

合計

純資産価額（①一②）

発行済株式数

1株当たりの純賓産価額（③＋④）

類似業種比準価額

1株当たりの価額［ ⑤の金額と次の算式によって計算した金額とのいずれか低い方の金額
（算式） ⑥の金額XO.25＋⑤の金額XO.75 

r

ノ

（注） 1 上記「賓産の部」及ぴ「負債の部」の各金額は、相続税評価額である。

2 上記「資産の部」の「建物」欄及び「投資株式」欄の各金額については、それぞれ別表5付表1及び

付表3のとおりである。

3 上記2以外の金額等については、再調査審理庁調査額と同じである。
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別表 5付表 1

本件評価会社2の所有する建物の価額について

（審判所認定額）

I --

三I 
項目 本件建物 1 本件建物2

所在地 ① 

固定資産税評価額 ② 

上記②に乗ずる倍率 ③ I 1.0 ！ 1.0 

借家権割合 ④ 100分の30 100分の30
I,' 

賃貸割合 ⑤ 486.88分の97.38
I 

386.08分の289.56
：！ •~ヽ ， マ

相続税評価額
⑥ 14,503,616円 19,362,894円 lI、

（②x③―②x③x④X⑥) 

（注） 1 上記③欄の倍率は、評価通達別表 1に定められたものである。

2 上記④欄の割合は、大阪国税局長により定められた平成29年分のものである。

3 本件建物3の相続税評価額等は、再調査審理庁調査額と同じである。
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別表 5付表 2

本件評価会社2の保有する本件株式1の価額について

（審判所認定額）

項目

~• • ~• . ~ ~ -̂-- . •一 ~ ●． ．も←←― .̂...... • . ..—• • . . ・・ ••一九一ヘヽ｀＾

純資産価額（相続税評価額）
・--・--

発行済株式数

1株当たりの純姿産価額（①＋②）

同族株主等の議決権割合が50％以下の場合（③X80%)

類似業種比準価額

1株当たり の価額

〔③の金額と次の算式によって計算した金額とのいずれか低い方の金額
（算式） ③の金額XO.25＋⑤の金額XO.75 

（注） 1 本件評価会社2は、本件被相続人の法人たる同族関係者であり 、本件評価会社2と本件被相続人は本件株式

1を合計12,000株（60%)保有していたことから、上記④欄の計算は適用できない（評価通達185ただし薔）。

2 上記⑥欄の「o.75」等の割合は、本件評価会社1が評価通達上「中会社jに該当することから遥用されるも
のである。

別表 5付表 3

本件評価会社2の保有する投資株式について

（審判所認定額）

銘柄 単価 持株数 価額

本件評価会社1

その他の株式

t
 

ニ―
-
"合

①

―
②

―
③
 

（注） 1 上記①欄に係る「単価」欄の価額は、別表5付表2の⑥欄の価額である。

2 上記②欄に係る「価額」欄の価額は、再調査審理庁調査額と同じである。
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別表6

一般株式等の譲渡所得金額の内訳

（審判所認定額）

項目 本件株式1 本件株式2 ー
2

-

m

 合

1株当たりの株式の価額

株式数

収入金額（①x②)

取得費

譲渡に要した費用

差引金額（③―④―⑤)

一般株式等の譲渡所得金額

（注）本件株式1に係る所得金額等は、再調査審理庁調査額（別表4) と同じである。
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別表 7

審判所認定額

項目
~ ~ 

総所得 ① 

所得金額 1； 一般株式等の譲渡所得②
課上場株式等の譲渡所得③

税 上場株式等の分離配当所得④

本年分で差し引く上場株式等に係る譲渡損失 ⑤ 

所得控除額の計 ⑥ 
総所得 ⑦ 

る
額

額

れ

金

税

さ兄

得

出

矛

所

算

課

~
 

配

額

額

頒

税

＿税

の

る

る

鵡

町

下

ご

露
一

分

離

課

税
一

⑩に対する税額

計

配当控除

差引所得税額

再差引所得税額

復興特別所得税額（⑱X2.1%)

所得税等の額（⑱＋⑲）

所得税等の源泉徴収税額

所得税等の申告納税額

所得税等の納付すべき税額

（注）上記冦欄の括弧書は、請求人の納付すべき税額である。
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別紙

関係法令等

1 所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第 1項第2号は、著しく低い価

額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。）により居住

者の有する譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の誤渡所得の

金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額に

より、これらの資産の譲渡があったものとみなず旨規定している。

2 所得税法施行令第169条《時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲》は、上記 1に規

定する政令で定める額は、上記 1に規定する譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時にお

ける価額の 2分の 1に満たない金額とする旨規定している。

3 所得税基本通達（昭和45年 7月 1日付直審（所） 30国税庁長官通達。ただし、令和元

年 6月28日付課個 2-22ほかによる改正前のもの。以下「所基通」という。） 59-6 

《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》は、所得税法第59条第 1項の規

定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式である場合の同項に規定する

「その時における価額」とは、所基通23~35共ー 9 《株式等を取得する権利の価額》に

準じて算定した価額により、この場合、同通達の（4）の二に定める「 1株又は 1口当た

りの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次

によることを条件に、財産評価基本通達（昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通

達。ただし、平成29年 9月20日付課評 2-46ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」

という。） 178《取引相場のない株式の評価上の区分》から189-7 《株式の割当てを受

ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正》までの例により算定し

た価額とする旨定めている。

(1)評価通達188《同族株主以外の株主等が取得した株式》の (1)に定める「同族株主」

に該当するかど うかは、株式を譲渡した個人の当該譲渡直前の漉決権の数により判

定すること。

(2) 当該株式の価額につき評価通達179《取引相場のない株式の評価の原則》の例によ

り算定する場合において、株式を譲渡した個人が当該株式の発行会社にとって評価

通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常

に評価通達178に定める 「小会社」に該当するものとしてその例によること。
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(3) 当該株式の発行会社が土地（士地の上に存する権利を含む。）又は金融商品取引所

に上場されている有価証券を有しているときは、評価通達185《純資産価額》の本文

に定める「 1株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）」の計

算に当たり、これらの資産については、当該譲渡の時における価額によること。

(4)評価通達185の本文に定める「 1株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計

算した金額）」の計算に当たり、評価通達186-2 《評価差額に対する法人税額等に

相当する金額》により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除

しないこと。

4 国税通則法（以下「通則法」という。）第23条（平成27年法律第 9号による改正前の

もの。） 《更正の請求》第 1項は、納税申告書を提出した者は、同項各号のいずれかに

該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から 5年以内に限り、税務署

長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をするこ

とができる旨規定しており、同項第 1号は、上記の場合として、当該申告書に記載した

課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又

は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大

であるときを規定している。

また、同条第 2項は、納税申告書を提出した者は、同項各号のいずれかに該当する

場合（納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が

同条第 1項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。）には、同項の

規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同

項の規定による更正の請求をすることができる旨規定し、同条第 2項第 1号は、上記の

場合として、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となっ

た事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと

異なることが確定したときを規定し、その確定した日の翌日から起算して 2月以内に、

同条第 1項の規定による更正の請求をすることができる旨規定している。
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